
子  総 発 0320第 3号
社 援 基 発 0320第 2号
障  障 発 0320第 1号
老  総 発 0320第 1号
平 成 30年 3月 20日

都道府県

各 指定都市 民生主管部 (局)長 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 子 ど も家 庭 局 総 務 課 長

厚 生労働省社会・援護 局福祉基盤課長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 長

(公  印  省  略 )

「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

の一部改正について

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」 (平成 28年厚生労働

省令第 79号)、 「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の取扱

いについて」 (平成 28年 3月 31日 付け雇児発 0331第 15号・社援発 0331第 39号 。老

発 0331第 45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚

生労働省老健局長連名通知)及び 「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関

する運用上の留意事項について」 (平成 28年 3月 31日 付け雇児総発 0331第 7号・社援

基発 0331第 2号・障障発 0331第 2号・老総発 0331第 4号、厚生労働省雇用均等・児童

家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、厚生労働省社会 。援護局障害

保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知)に より定めているとこ

ろであるが、今般、「社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令」 (平成 30年厚生労

働省令第 25号)に より、退職共済事業等に係る会計処理の明権化のため、新たな勘定科

目が追加されたことに伴い、当職通知について別添のとお り改正し、本年 4月 1日 より

適用することとしたので通知する。

ただし、平成 29年 4月 1日 から本年 3月 31日 までの間に開始する会計年度に係る計

算関係書類等の作成については、原則として、本通知による改正前の当職通知 (以下「旧



通知」 とい う。)を適用するものとするが、個別の社会福祉法人の事情に照らし、旧通

知又は改正後の当職通知のいずれかによることとして差し支えないので、その旨申し添

える。

各都道府県、指定都市及び中核市におかれては、貴管内社会福祉法人に対し周知徹底

を図るとともに、都道府県におかれては、貴管内の市 (指定都市及び中核市を除き、特

別区を含む。)に姑し周知を図るようご配慮願いたい。



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項につし`て」―新旧対照表―

(平成28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

雇児総発 0331第 7号

社援基発 0331第 2号

障 障発 0331第 2号

老 総発 0331第 4号

平成 28年 3月 31日

都道府県

各 指定都市 民主主管部 (局)長 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 総 務 課 長

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

厚 生 労 働 省 老 健 局

(公 印 省 略 )

総 務 課 長
イ

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

今般、社会福祉法人の会計処理の基準について、「社会福祉法人会計基準 (平成 28年厚生労働省令

第 79号 )」 及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについてJ(平

成 28年 3月 31日雇児発 0331第 15号、社援発 0331第 39号、老発 0331第 45号、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)により示されたところであるが、別紙のと

新

雇児総発 0331第 7号

社援基発 0331第 2号

障 障発 0331第 2号

老 総発 0331第 4号

平成 28年 3月 31日

最   終  改  正

子   総 率 0320笥 3暑

社援基発型理型』垂螢豊

障 鱒発 0320第 司号

蒻 総40320堂 1暑

平 成 30年 3周 20日

都道府県

各 指定都市 民生主管部 (局 )長 殿

中 核 市

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長

厚 生 労 働 省 考 健 局 総 務 課 長

(公 印 省 略 )

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

今般、社会福祉法人の会計処理の基準について、「社会福祉法人会計基準 (平成 28年厚生労働省令

第 79号 )」 及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平

成 28年 3月 31日雇児発 0331第 15号、社援発0331第 39号、老発 0331第 45号、厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)により示されたところであるが、別紙のと



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

・              (下 線部分は改正部分)

おり、社会福祉法人における計算書類及びその附属明細春並びに財産目録の作成にかかる会計処理等

の運用に関する留意事項を定めたので、貴管内社会福祉法人に対し周知徹底を図つていただくととも

に、都道府県におかれては、貴管内の市 l与旨定都市及び中核市を除き、特別区を含む)に対し周知を

図るよう言配慮願いたい。

本通知の制定にあたり、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成 23年 7月 27

日付雇児総発 0727第 3号、社援基発 0727第 1号、障障発0727第 1号、老総発0727第 1号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課長、老健局総務課長達名通知)は廃止する。

なお、平成 28年度決算にかかる計算書類及びその附属明細暮並びに財産目録の作成については、「3決

算」の規定を除き従前の例によるものとする。

別紙  「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」

一日次―

1～20 1略 )

21 退職給付会計について

22～ 27 〔略)

1～ 3 〔略 )

4 拠点区分及び事業区分について

(1) :略 )

(2)拠点区分の原則的な方法

ア 施設の取扱い

(略 )

(ア )～ (ク )  (略 )

(ケ)母 子及び寡婦福祉法第39条第 1項に定める母子福祉施設

(コ )～ (シ)  (略 )

(略 )

イ～工  (略 )

(3) 1略 )

5 サービス区分について

新

おり、社会福祉法人における計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の作成にかかる会計処理等

の運用に関する留意事項を定めたので、貴管内社会福祉法人に対し周知徹底を図つていただくととも

に、都道府県におかれては、貴管内の市 (指定都市及び中核市を除き、特別区を含む)に対し周知を

図るようご配慮願いたい。

本通知の制定にあたり、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成 23年 7月 27

日付雇児総発0727第 3号、社援基発 0727第 1号、障障発0727第 1号、老総発0727第 司号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福

祉課長、老健局総務課長連名通知)は廃止する。

なお、平成 28年度決算にかかる計算書類及びその附属明細喜並びに財産目録の作成については、「3

決算」の規定を除き従前の例によるものとする。

別紙  「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」

一日次―

1～ 20 (略 )

21 退職給付について

22～ 27 (略 )

1～ 3 (略 )

4 拠点区分及び事業区分について

(1) (略 )

(2)拠点区分の原則的な方法

ア 施設の取扱い

(略 )

(ア)～ (ク ) (略 )

(ケ)母 子及び父子並びに寡婦福祉法第39条第 1項に定める母子・父子福祉施設

(コ )～ (シ) (略 )

(略 )

イ～工 (略 )

(3) (略 )

5 サービス区分について

2



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関す る運用上の留意事項について」―新旧対照表 ―

(平成 28年 3月 31口 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

(1) (略)                     |
(2)サービス区分の方法

ア  (略 )

イ 簡便的な方法

次のような場合は、同一のサービス区分として差し支えない。

(ア)介護保険関係

(略 )

・指定訪問介護、指定介護予防訪間介護と第 1号訪間事業

・指定通所介護、指定介護予防通所介護と第 1号通所事業

・指定地域密着型通所介護、指定介護予防通所介護と第 刊号通所事業

(略 )

(イ ) (略 )

(3) (略 )

6～ 19 (略 )

20 リース会計について

ェ リース会計処理について

(略 )

上 利息相当額の各期への配分について

(略 )

Q (略 )

の  (略 )

21 退職給付会計について

上 期末要支給額による算定について

(略 )

五 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の会計処理

(略 )

立 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

都道府県等の実施する退職共済制度において、退職一時金制度等の確定給付型を採用している

場合は、約定の額を退職給付引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、

約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を退職給付引当金に

計上する。

新

(1) (略 )

(2)サービス区分の方法

ア  (略 )

イ 簡便的な方法

次のような場合は、同一のサービス区分として差し支えない。

(ア )介護保険関係

(略 )

・指定訪問介護と第 1号訪問事業

・指定通所介護と第 1号通所事業

・指定地域密着型通所介護と第 刊号通所事業

(略 )

(イ ) (略 )

(3) (略 )

6～ 19 (略 )

20 リース会計について

(¬ ) リース会計処理について

(略 )

(2) 利息相当額の各期への配分について

(略 )

ア  (略 )

五  (略 )

21 退職給付について

(1)期 末要支給額による算定について

(略 )

(2)独 立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の会計処理

(略 )

(3)都 道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

ア 共済契約警である社会福祉法人

退職一時金制度等の確定給付型を採用している場合は、約定の額を退職給付引当金に計上

する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額から被共済職員個人が既に

拠出した掛金累計額を差し引いた額を退職論付引当金に計上する。

なお、簡便法として、期末退職金要支給額 (約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出

3



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関す る運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

なお、簡便法として、期末退職金要支給額 (約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した

掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方法や、

社会福祉法人の負担する料金額を退職給付引当資産とし同類の退職給付引当金を計上する方法を

用いることができるものとする。

(新設)

22・ 23 (略 )

24 法人税、住民税及び事業税について

ェ 事業活動計算書への記載

(略 )

上 資金収支計算春への記載

(略 )

立 貸借対照表への記載

確定した法人税、住民税及び事業税のうちの未払額については、流動負債の部に「未払法人税

等」の科目を設けて記載するものとする。

また、税効果会計を適用する場合に生じる繰延税金資産及び繰延税金負債は、その発生原因に

関連した資産・負債の分類又は将来における税効果の実現する時期が貸借対照表日の翌日から起

算して 1年以内か否かにより、当該科目名をもつて流動資産又は固定資産及び流動負債又は固定

負債に区分して記載するものとする。

25～27 (略 )

別添 1・ 2 (略 )

別添 3

新

した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方

法や、社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上す

る方法を用いることができるものとする。

イ 退職共済事業実施密である社会福祉法人

十基準省令第4条に規定す登

資産の評価の方法に従つて評1函 する。負横は、資産の増減額と同額を負債に加減し、会計基準

省令第5条の使務額とする。

なお、拠熊区分又はサービス区分を適切に設定して管理すること。

22・ 23   (略 )

24 法人税、住民税及び事業務について

(1)事 業活動計算喜への記載

(略 )

(2) 資金収支計算喜への記載

(略 )

(3)貧 借対照表への記載

法人税、住民税及び事業税のうちの未払額については、流動負債の部に「未払法人税等」

の科目を設けて記載するものとする。

また、税効果会計を適用する場合に生じる繰延税金資産及び繰延税金負債は、その発生原

因に関連した資産・負債の分類又は将来における税効果の実現する時期が貧借対照表日の翌日

から起算して 年ヽ以内か否かにより、当該科目名をもって流動資産又は固定資産及び流動負債

又は固定負債に区分して記載するものとする。

25～ 27 (略 )

別添刊・ 2 (略 )

月叫,議 3

4



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

勘定科目説明

(略 )

1資金収支計算書勘定科目の説明

①収入の部

<事業活動による収人 >

大区分 中区分 小区分 説明

介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬暇入 介 ,隻保険の施設介護料で介護報酬収入をいう。

(介 護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福ネ■施 設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サー ビス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療装施設サービス費、開イ十‖た,1+1角・,ll,社れ1汁サーとアイヤ、ユニ

ッ ト型介護福祉施設サービス費、■・ 盟 ど甲Ⅲll tlA山 上介澁静,れにh
は」 ユど 4、_ユニット型介護保健施設サービス費、初期加算、退所

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等 )

介護保険の施設介護料で利用者会担収入 (公 費)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サ

ー ビス費、介護保健施設サー ビス費、療菱病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療菱庁蔵床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サービス費、 11‖ |‖ 入れ,汁 介 ,ど 社
「

れこれ1,り …とイギ″、ユニ

ッ ト型介護福祉施設サービス費、■■とェ■賀!担上iW、2工 Fぬ』必生

“

山

IT' Lヱ |)、 ユニット型介謹保健施設サー ビス費、初期加算、退所

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設 ,療基費等の利用者

負担額のうち、公費分)

介護保険の施設介護料て利用者負押 h又 入 (一般)をい う。

(介 護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サー ビス費、J■l 之ユオ上側 倣どШ lと lと止■化、ユニ

ット型介護福祉施設サービス費、ヨ‐ ′卜Ⅲlll汗 ,1カ ,F汁 介れ括湘竹

ill' ビスイヤ ユニット型介護保健施設サー ビス費、初期加算、)とき訪

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者

負担額のうち、一般ノフ)l

利用者負担金収

入 (公費)

利用者負担後収

入 (一般～l

居宅介護料収入

(介護報酬収入l (賂 )

介護予防報酬収

入

介護 l柔 険の居宅介護料で介護予防報酬収入をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介i4々Ⅲtiオ門介

注仕藤介護予防訪問入浴費、4どと』・ 1とnal辿 、…弁護予防短期入所

生活介護費、介護予防訪問看護療養費等)

(利 用者負担金収入 ) (略 )

新

勘定科目説明

(略 )

1資金収支計算書勘定科目の説明

①収入の部

<事業活動による収人 >

大区分 中区分 小区分 説 明

介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 介護保険の施設介護料で介護報酬収入をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療菱

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟 を有する病院における介

護′環養施設サービス費、¬融
`批

(トイナ…ヒ米世、ユニット型介護福祉

施設サービス費、ユニット矛十1介護保健施設サービス費、!ととンHl
hは京阻 ェi4上転初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導

等加算、緊急時施設療養費等)

介護保険の施設介護料で利用者負担収入 (公 費)をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福社施設サ
エビス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介,隻療菱施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービノ、費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サービス費、介i4rⅢ(Fiり ‐ ヤスイ|、 ユニット型介護福祉

施設サービス費、ユニット型介護保健施設サービス費、と主!剥 n
邑 |ヽ ●(1比 サ (イⅢ、初期加算、退所時等相談援助力1算、退所時指導

等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額のうち、公費分)

利用者負担金収

入 (公費)

利用者負担金収

入 (一倒

介護保険の施設介護料で利用者負担収入 (一般)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令 告示に規定する介護福祉施設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サー ビス費、 ユニット型介護福祉

施設サービス費、ユエ ント型介護保健施設サービス費、ユ・
!ン

'1イ

介

iⅢ `〕打院 ナ け|く 世 初期力H算、退所時等相談援助加算、退所時指導

等加算、緊急時施設療養費等の利用者負担額の うち、一般分 )

居宅介護料収入

(介護幸風酬収入l (略 )

介護予防報酬収

入

介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収入をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令 告示に規定する介護予防訪問入

浴費、介護予防短期八所生活介護費、介護予防訪問看護族養費等 )

(利用者負担金収入 ) (略 )

5



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新旧対照表―

(平成 28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入 (公費)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する狩,し ″防前 H〕 イ|

__プ ト護予防訪問入浴費、 4it tt lザ オ

"'†

介諄 ll 介護予防短期入所

生活介護費、介護予防訪間看護療養費等の利用者負担額の うち、公費

分 )

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入 (‐般)をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定すると地 llブ  11腔

逆数心介護予防訪問入浴費、介iは 予防沖
'「

介:い 世、介護予防短期入所

生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、一般

分)

介護l;R険の利用者等利用料収入で、食費収入 (一般)をいう。

(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者又Iユ入居者 (以

下「入所者等」という。)並びに指定通所介護事業所、指定短期入所生

活介護事業所と r卜 指定認知症対応型共同生活介護事業所等の利用者が

支払う食費 (ク アハウスの生活費として処理されるものを除く)、 利用

者が
'螢

定した特別な食事料)

込菫l た

(路 )

酌 山 _

G十 ‖,

壼上i

(略 )

介護予防負担金

収入 (公費 )

介護予防負担金

収入 (一般 )

(賂 )

食費収入 (下般l

(賂 )

利用者等利用料収入

(賂 )

，
一

一
ば

れ

略

　

　

　

略

前,た ,

二五血

OO収入

(略 )

医療事業収入

■1と_l

(略 )

<施設整備等による収入 >

(略 )

<そ の他の活動による収入 >

(略 )

長期運営資金借入

金収入

迎 肌

(略 )

その他の活動によ

る収入

I日

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入 (公費)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入

浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利

用者負担額の うち、公費分 )

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収入 (一般)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問八

浴費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の不可

用者負担額のうち、一般分 )

介護保険の利用者等利用料収入で、食費収入 (一般 )をい う。

(指定介護老人福祉朧設、介護老人l呆健施設等の入β所者又は入居者 (以

下 「)転者等」とい う。)並びに指定通所介護事業所、指定短期入所生

活介護事業所巌指定認知症対応型共同生活介護事業所 l!ハ 介,0予防

I常 生i,彬イ志rト ト丼に)II'フ ′,Ⅲp14'' どス↓哄|,F等の和1用 者が支

払 う食費 (ケ アハウスの生活費として処理 されるものを除く)、 利用者

が選定した特別な食事料) 
‐

ど醜 ヨ五 燃 則 とほ 飼 畝 並 叡 出 七出入t二五

測 11立上と止球ヨ生J‖ イ||:工 1ヒI上ととと,上ととしこム立上上よ2__

(略 )

(略 )

介護予防負担金

収入 (公費 )

介護予防負担金

収入 (一般)

(略 )

食費収入 (一 般l

(略 )

利用者等利用料収 入

(略 )

上i数思ム

(略 )

(略 )

川引歳
't》

十おりれ |<人

二さ理世0生 ′とこ担山よ

「

Httll l炊 人

OO収入

(略 )

医療事業収入

測 処 五 閣 コ必

(略 )

く施設整備等による収入 >

(略 )

くその他の活動による収入 >

(略 )

長期運営資金借入

金収入

虚口は五電慨倣瓜傘

睦

(賂 )

その他の活動によ

る収入

新
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「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

②支出の都

<事業活動による支出>

大区分 中区分 小区分 説 明

人件費支出 役員報酬支出

玉 l り…

(略 )

(路 )

医薬品費支出

法▲役員に支払う報酬、諸手当をいう。

1】 弘こととと_

事業費支出

診療・療養等|オ料費支

出

利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の支出をい

う。ただし病院・介護老人保健施設以外ではこれらを保健衛生費に含

めて良いものとする。

カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、 レン トゲンフィルム、包帯、

ガーゼ、米など1回 ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。ま

た、診療、検査、看護、給食な どの医療用の器械、器具の うち、固定

資産の計上基準額に満たないもの、または 1年内に消費するもの。た

だし病院・介護老人保健施設以外ではこれらを保健衛生費に合めて良

いものとする。

略

　

　

　

略

(略 )

授産事業支出

(ll,W, (析 4) (ェ li,1)

(賂 )

<施設整備等による文出>

(路 )

<その他の活動による支出>

長期運営資金借入

金元金償選支出

(略 )

(析 ,い 11折 設 )

(略 )

その他の活動によ

る支出

(新 世)

(新 ,り

○○支出

`増

iitⅢ

("i11)

(路 )

新

②支出の部

<事業活動による文出>

大区分 中区分 小区分 説 明

人件費支出 役員報酬支出

佐通ユ1翌11は ,命之‖

(略 )

(略 )

医薬品費支出

役員 (11駐 1を ■1,)に支払 う報酬、諸手当をいう

イCti `平 お |十 ″
',,■

,ン の i19h,上
',十

小 Ⅲ,,'4ム

“

iケ しヽ ち

事業費支出

診療 療養等材料費支

出

利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の支出をい

う。ただし病院 介護老人保健施設 介iψl妹 ■以外ではこれらを保

健衛生費に含めて良いものとする。

カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、 レン トグンフィルム、包帯、

ガーゼ、氷など1回 ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。ま

た、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具の うち、固定

資産の計上基準額に満たないもの、または 1年内に消費するもの。た

だし病院 介護老人保健施設 '盆nLttЙ以外ではこれらを保健衛生

費に含めて良いものとする。

(略 )

(略 )

授産事業支出

‖吼 (済 ド(文 111

(略 )

(略 )

I井 イt技111

<施設整備等による支出 >

(路 )

<その他の活動による文出 >

長期運営資金借入

金元金償選支出

(略 )

蝉

,1,411lJ゛轡Ц

少11 `=|■ ilを 4,1 か fの に増1,1人今γ,,お守|″ ぃわ

(略 )

その他の活動によ

る支出

】■lll(桝 μiつ 令lFit

上出

】【坤1■ 1荘 (4キ ,T埼

止 !tイ 性

①O支出

ittR)(ド Ⅲ■い‖卜令のlプ ぷtよ るt出 をいう (■ ,`|「 Tか lヶ ド1榜λ(lR+

あ Ⅲ金ヤーii遺江

lu絲

“

1)、 hF年,lli r,||ィ ,た 人メ !0(′ 、1111■ ルⅢホッル t,ル し う

(略 )
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「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

2事業活動計算書勘定科目の説明

①収益の部

<サー ビス活動増滅による収益>

大区分 中区分 小区分 説 明

介護保険事業収益 施設介護オイ収益 介護報』‖」y益 介護保険の施設介護料で介護報酬収益をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令 告示に規定する介護福祉施設ナ

ービス費、介護保健純設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サー ビス費、療養病床を有する診療F折における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養声西棟を有する病院における介

護療養施設サービス費、11‖‖入,1出 介 li稲 拍士肺
`士

サー ビスイヤ、ユニ

ッ ト型介護福祉施設サービス費、ど1士 り |メ |!H111lll ttfliイ 片F倣 Iヽhイ 静i

利 用者負担金収

益 (公費l

ik工
=|ツ

‖革ユニット型介護保健施設サービス費、初期加算、退所

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等)

介護保険の施設介護料で利用者負担収益 lノム`費)をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令 告示に規定する介護福祉施設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サービス費、

“

 汁,'た 人,■ 今ヽ11‖ 1‖ hI卍す !′ ‖、ユニ

ット型介護福祉施設サービス費、工・ 主4Ш 凶 1止△虹土と迪れ辿血

評tⅢ  Ⅲkイ Ⅲ ユエット型介護保健施設サービス費、初期方Π第、退所

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者

負担額のうち、公費分)

介護保険の施設介護料で利用者負担収益 (一般)をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令 告示に規定する介護福祉施設サ

ービス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における

介護療養施設サービス費、療養病床を有する診療所における介護療養

施設サービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介

護療養施設サービス費、111■し△1'上 4軸 Ш賦 ザエユJと ヽユニ

ット型介護福祉施設サービス費、ユ「i/卜 111‖「1人 1西 ィLiれ lμ 稿れl hi

lTサ  r″ ‖ ュニット型介護保健施設サービス費、初期加算、退所

時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時施設療養費等の利用者

負担額のうち、一般の

利 用者負担金収

益 (一 般l

居宅介護料収益

(介護報酬収益) (略 )

介護予防報酬収

益

介護保険の居宅介護料で介護予防報酬収益をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する
「

it十トオ,ち 出介

龍は 介護予防訪問入浴費、4赳ュ翌嵐コ虫とl_1と葉介護予防短期入所

生活介護費、介護予防訪問看護療養費等)

(利 用 者 負 担 金 収

益)

(賂 )

介護予防負担金

収益 (公持)

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益 (公費)をいう。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介,げ ずげ,,オ ‖1介

Iじギヤ 介護予防訪問入浴費、介‖ 丁防I衛 片↑れイサ 介護予防短期入″所

生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額のうち、公費

新

2事業活動計算を勘定科日の説明

①収益の部

<サー ビス活動増減による収益>

大区分 中区分 小区分 説明

介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益

(介 護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サー

ビス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護

療養施設サービス費、)芽養病床を有する診療所における介護療養施設サ

ービス費、老人牲認知ア正疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービフ、費、れⅢⅢ卜:ち 上サ…■ス世、ユニント型介護福祉施設サービ

ス費、ユニッ ト型介護保健施設サー ビス費、ユ・ ッ |イツ狩it臣 札f院 す…

Ⅲ主 J臣孝

''期

加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時

施設療養費等 )

介護保険の施設介護料で利用者負担収益 (公費)をい う。

(介護 f呆

'く

法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サー

ビス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護

療養施設サー ビス費、療養病床を有する診療所における介護療養施設サ

ービス費、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における介護療義施

設サービス費、介il■,げtサ  1,く イモ、ユニット型介護福祉施設サービ

ス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ェ五 』 』V脳仲n圧泄
==

にアイ|、 初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時

施設療養費等の利用者負担額のうち、公費分)

利用者損担金収

益 (公費)

利用者 負担金収

益 (一 詢

介護保険の施設介護料で利用者負担収益 (一般)をい う。

(介 護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護福祉施設サー

ビス費、介護保健施設サービス費、療養病床を有する病院における介護

療養施設サービス費、,棄菱病床を有する診療所における介護療養施設サ

ービス費、老人牲認知声正疾患療養病棟を有する病院における介護療養施

設サービス賛、 ユエット型介護福祉施設サービ

ス費、ユニット型介護保健施設サービス費、ユ
・

,ィ ト1!介 ,げは上院 Ⅲ…

■ムイセ 初期加算、退所時等相談援助加算、退所時指導等加算、緊急時

施設療養費等の利用者負担額の うち、一般分)

居宅介護料収益

(介護革風酬収益l (略 )

介護予防報酬収

益

介護保険の居宅介護料で介護予防幸限観収益をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問八浴

費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等l

(利 用者 負 担 金収

益)

(略 )

介護予防負担金

収益 (ノム`費 )

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益 (公費)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護刊勇訪問入浴

費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者

負担額のうち、公費分)



「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関す る運用上の留意事項について」―新 旧対照表―

(平成 28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)

(路 )

(所 山

(賂 )

6折 |′ ,

(路 )

…1浙波近

l,倣

(路 )

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益 ( 般)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介i建 ヤll i万 円挽・

格 ll 介護予防訪問入浴費、介純 r防をう所介 |む イや 介護予防短期入所

生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者負担額の うち、一般

分 )

介護保険の利用者等希l用 料収益で、食費収益 (一般)をいう。

(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設等の入所者又は入居者 似

下「入所者等」という。)並びに指定通所介口掛 業所、指定短期入所生

活介護事業所た Iが指定認知症対応型共同生活介護事業所等の利用者が

支払 う食費 (ケ アハウスの生活費として処理されるものを除く)、 利用

者が選定した特別な食事料)

`"i,1)

介護予防負担金

収益 (般 )

(略 )

食費収益 (一般l

(略 )

(略 )

利用者部 1用 料収益

`締

イ.没 ,

略

　

　

　

賂

(略 )

為替差益

(1'イ I夕 )

(れF,1)

雑収益

<サービス活動外増減による収益>

(路 )

有価証券売却益

り i,お

(略 )

投資有価証券売却

益

`41i☆

)

その他 のサー ビス

活動外収益

<特別増減による収益>

(路 )

(賂 )

医療事業‖又益

(村 |')

(路 )

,1ヨ く,オ ‖を時イlliV琥賊モ,た
'手

の,「 41益 をヤヽ う

lt立 士汁を時千11‖′琉hし た
',い

,W mi林 をい う

(略 )

逃狐整こと生土,■ ユil→

「

ワッ
"オ

」韓加れ1を とヽわ

込よ竪(桝 Ⅲ基量唖 ■lm叫 1に 件わ■!て た、取拗 より監|々減少さlIた i

伸をい う

(賂 )

(略 )

(略 )

介護保険の居宅介護料で介護予防負担金収益 ( 般)をい う。

(介護保険法の給付等に関する省令・告示に規定する介護予防訪問入浴

費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防訪問看護療養費等の利用者

負担額のうち、一般ノフ)l

介護保険の利用者等利用料収益で、食費収益 (一般)をい う。

(指定介護老人福祉施設、介護老人イ呆健施設等の八所者又は入居者 (以

下 「入所者等」 という。)並びに指定通所介護事業所、指定短期入所生

活介護事業所_指定認知症対応型共同生活介護事業所及び介程 ,レす。口

‖
イ
ト活 夕移総合 11残 IIれ

'お
勇と

'fⅢ

Ⅲサー ビノ‖堆所等の利用者が支払

う食費 (ケ アハウスの生活費として処理されるものを除く)、 利用者が

選定 した特別な食事オll

盤触)に汚イ
'業

の11務 f絣!災丁,｀ と係Ll'務費収林をいう̂

介護予防負担金

収益 (一般 )

(路 )

食費収益 (一 湖

(賂 )

利用者等利用料収益

(路 )

メrrttH痛

略

　

　

　

路

為替差益

退陛独4四■1』堕
hれ ,ah:ヽ

退嘲 ツ↑!J込

盈

雑収益

(路 )

<サエ ビス活動外増減による収益 >

(略 )

有価証券売却益

‖イくJす た,ヤ 価朴

(略 )

投資有価証券売却

益

榊 ■●所.イ 椒H益

その他のサー ビス

活動外収益

<特別増減による収益>

(略 )

(賂 )

医療事業収益

Jl職 ナ(済 ■(快 ′ェ)

(略 )

新

9



②資用の部

<サー ビス活動増減 による費用>

大区分 中区分 小区分 説明

人件費 役員報酬 よ l、役員に支払う報酬、諸手当をいう。

(IIIケ )

血 独

(社 1サ )

コ 土趣 _

事業費

(略 )

(略 )

医薬品費 利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の費用をい

う。ただ し病院・介護老人保健施設以外ではこれらを保健衛生費に合

めて良いものとする。

診′療・療養等材料費 カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レン トゲンフィルム、包帯、

ガーゼ、氷など 1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。ま

た、診療、検査、看護、給食などの医療用の器絞、器具の うち、固定

資産の計上基準額に満たないもの、又は 1年内に消費するものョただ

し病院・介護老人保健施設以外ではこれ らを保健衛生費に含めて良い

ものとする。

(略 )

車輛費

(lll,り

(略 )

r ll,留 )

(略 )

(略 )

授産事業費用

坤i14)

(略 )

(新 .文 ) I析 殻)

(略 )

<サー ビス活動外増減による費用 >

(路 )

有価証券売却損

(111.費 ,

(略 )

投資有価証券売却

損

(路 )

(″ 市メ)

(賂 )

イll   立 |工生

新

②費用の部

<サー ビス活動増減による費用 >

大医分 中区分 小区分 説明

人件費 役員報酬

役[1 1ll鼎 ⅢⅢ汚41

蝕 趾 図 越 ンL血
堅

(時 l

(路 )

医薬品費

役員 ■

'議 `士

々れ
')に

支払う報酬、諸手当をいう

仕 ||(iギ .川 |を 合■,ツうよ些服「ザの中′J4:件をlヽ わ_

1珈 盟 劇と血五盤上▲吐釦尼止工4_

事業費

利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の費用をい

う。ただし病院 '介護老人保健施設 介誕
"t,二

院以外ではこれらを保健

衛生費に含めて良いものとする。

カテーテル、縫合糸、酸素、ギプス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガ

ーゼ、氷など1回 ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消続 また、

診療、検査、看護、給食などの医,芽用の器械、器具のうち、固定資産の

計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの。ただし病院・

介護老人保健∞ 外ではこれらを保健衛生費に含めて良

いものとする。

診療・療養等材料費

(賂 )

車輛費

棚打J ritti平 組|‖ 1

(路 )

I IttT11,『 X置、診庁・)FJこ イヤ

'1,料

 千,命 川よ|イ 料 ,力′1・ T!h、 |た 1,

品 比‖11ザtr 棚伽J'と ■|(抗 サナ支】雇】f文 及びれた正 1災 (■ 仔る|,の々岳Ⅲ

ll 々,イ th F`琳 1デ1,十のiFnl■ |″ と、ゎ

(略 )

(略 )

授産事業費用

1ヽ(1批 ,I"中 丼 |ヤ 川

(略 )

(路 )

1劣 ゼ″

<サービス活動外増減による費用>

(路 )

有価証券売却損

ム|オ ,111■ ,11411111

(略 )

投資有価証券売却

損

虹 mi■血担

(略 )

(略 )

「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関す る運用上の留意事項について」―新 旧対照表 ―

(平成 28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)
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その他のサー ビス

活動外費用

(略 )

為替差損

`,li I賞

)

(略 )

(″ ,1イ )

(′
′l i2,

`績
it)

(略 )

<特別増減による費用>

(路 )

<繰越活動増減差額の部>

(略 )

3賞借対照表勘定科目の説明

<資産の部>

大区分 中区分 小区分 説 明

流動資産 (略 )

有価証券 国債、地方債、ll式 社債、証券投資信託の受益証券などのうち時価

の変動により利益を得ることを目的とする有価証券 をいう。

固定資産

(基本財産 )

賂
　
　
　
　
　
略

賂

　

　

　

路建物

`新
よ空, (l'lil安 )

(略 )

(そ の他の固定資

産 )

略

　

　

　

　

略

(略 )

有形 ヅース資産

新

その他のサー ビス

活動外費用

(略 )

為替差損

,111畿 ナ(済 中業4.ヤ 〉l!tF

,■ ,イ f l ll

jttl虚 )r済オiり 4繰 人

血

(略 )

(略 )

|■職
'(l、

すX41理イi,Iツ )〔l ttl.貞 少獅をいう_

ユ世職 ,t｀キ「 災骨理,■ 1平 榊本にrヽ HЛl f、 ,,lサ
|〕(｀f lll巧

′へを増加
`1と

た

1′ ,llを いう

<特別増減による費用>

(略 )

<繰越活動増減差額の部>

(略 )

3貸借対照表勘定科目の説明

<資産の部>

大区分 中区分 小区分 説 明

流動資産 (略 )

有価証券 虹4二国債、地方債、社債h之敏n慕虚独摯:紳 φを合上と空二上堂趣A

佐▲、証券投資信託の受益証券などのうち時価の変動により利益を得る

ことを目的とする有価証券をいう。

固定資産

(基本財産 )

略

　

　

　

　

略

(賂 )

建物 (略 )

,ヽ 4イ 対Vl■ ■ ‖〕l」スl_(I不 〕わ現れわ ,にホ財h,■ ||と き′せごいる■4カ

′う波租illl l、 の。
'フ

イIIをい｀

(路 )

(そ の他の固定資

産 )

略

　

　

　

　

賂

(略 )

有形 リース資産

「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関する運用上の留意事項について」―新旧対照表―

(平成 28年 3月 31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)
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賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差 し入れる保証金をい う。

(略 )

玉h土と

r,il″ )

(略 )

r,iド々,

役員iとからの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して 1年以内に支

払の期限が〕l来するものをいう。

役員生からの借入金て貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が

二年を超えて到来するものをいう。

(略 )

1机 設 )

(略 )

速 h坦_

(賂 )

長期預 り金積立資産

t,il′ )

(路 )

その他の固定資産

(lfi賓 )

(略 )

li崚_

差入保証金

役員等短期借入金

役員等長期借入金

(略 )

退職給付引当金

(沖 |‖ )々

(略 )

長期預 り後

」五地

(略 )

略

　

略

(略 )

<負賛の部 >

流動賛産

固定負債

<純資産の部>

(略 )

I日

4～ 7 (略 )

曇4魃漑遺 |!‖ 強埋 li世ね  ヽ/りl色を倣ぬ咀 工強虫ぬl lit白
'の

里■

質貸用不動産に入居する際にェ賃貸人に‖傷(上 1て差し入れるⅢt令 保

証金:Ⅲ をいう。

(略 )

工:期 t,イ )埼メ■7)Pl,H."イ にI Iキ れていit“ :ti,I｀ く,“R不お

'槙

IⅢ

(略 )

役員hふ激 と色性 とからの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して

1年以内に支払の期限が到来するものをいう。

役員 (IT耐 1″ ,11)か らの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して

支払の期限が1年を超えて勢l来するものをいう。

(略 )

(略 )

卿 uど」ビ〕ことと4と

(賂 )

長期預 り金積立資産

,(1砒 峰ィマf坤 X竹,1埒

デr

(略 )

差入保証金

(賂 )

その他の固定資産

イklイ |(れセ弓当る|

(略 )

役員等短期借入金

役員等長期借入金

(略 )

退職給付引当金

′(il‖ A‖‖lナ 】` F4

(賂 )

長期預 り企

l'ヽ
lttt l缶 L虫全

(略 )

(略 )

(路 )

<純資産の部>

(路 )

<負債の部>

流動資産

固定負債

新

4～ 7 (略 )

「社会福祉法人会計基準の制定に伴 う会計処理等に関す る運用上の留意事項について」―新旧対照表―

(平成28年 3月 31日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長連名通知)

(下線部分は改正部分)
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改正後全文

都道府県

各 指定都市 民生主管部 (局)長 殿

中 核 市

雇児総発 0331第 7号

社 援基発 0331第 2号

障 障発 0331第 2号

老 総発 0331第 4号

平成 28年 3月 31日

一 部 改 正

雇 児総発 1111第 2号

社 援基発 1111第 2号

障  障発 1111第 1号

老 総発 1111第 1号

平成 28年 11月 11日

一 部 改 正

子 総発 0320第 3号

社援基発 0320第 2号

障 障発 0320第 1号

老 総発 0320第 1号

平成 30年 3月 20日

厚 生 労 働 省 雇 用 均 等 ・ 児 童 家 庭 局 総 務 課 長

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 福 祉 基 盤 課 長

厚生労働省社会 口援護局障害保健福祉部障害福祉課長

厚 生 労 働 省 老 健 局 総 務 課 長

(公  印  省  略 )



社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する

運用上の留意事項について

今般、社会福祉法人の会計処理の基準について、「社会福祉法人会計基準 (平

成 28年厚生労働省令第 79号 )」 及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計

処理等に関ずる運用上の取扱いについて」(平成 28年 3月 31日 付雇児発 0331

第 15号、社援発 0331第 39号、老発 0331第 45号、厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長、社会 日援護局長、老健局長連名通知)により示されたところである

が、別紙のとおり、社会福祉法人における計算書類及びその附属明細書並びに

財産目録の作成にかかる会計処理等の連用に関する留意事項を定めたので、貴

管内社会福祉法人に対し周知徹底を図つていただくとともに、都道府県におか

れては、貴管内の市 (指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対し周知

を図るようご配意願いたい。

本通知の制定にあたり、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」

(平成 23年 7月 27日付雇児総発 0727第 3号～社援基発 0727第 1号、障障発

0727第 1号、老総発 0727第 1号厚生労働省雇用均等 B児童家庭局総務課長、社

会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局

総務課長連名通知)は廃止する。

なお、平成 28年度決算にかかる計算書類及びその附属明細善並びに財産目録

の作成については、「3決算」の規定を除き従前の例によるものとする。



別紙

「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」

一日次―

1 管理組織の確立

2 予算と経理

3 決算

4 拠点区分及び事業区分について

5 サービス区分について

6 本部会計の区分について

7 作成を省略できる計算書類の様式

8 借入金の扱い

9 寄附金の扱い

10 各種補助金の扱い

11 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の資金移動

12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金 (借入金)残高

13 共通支出及び費用の配分方法

14 基本金について     `
15 国庫補助金等特別積立金について

16 棚卸資産の会計処理等について

17 減価償却について

18 引当金について

19 積立金と積立資産について

20 リース会計について

21 退職給付について

22 資産価値の下落について

23 内部取引の相殺消去について

24 法人税、住民税及び事業税について

25 計算書類の勘定科目及び注記について

26 関連当事者 との取引について

27 固定資産管理台帳について

*本運用指針で使用する略称は、次のとおりとする。

。会計基準省令 :社会福祉法人会計基準省令 (平成 28年厚生労働省令第 79号 )

・運用上の取り扱い :社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い (平成 28年 3月 31日 雇児発 0331第 15

号、社援発 0331第 39号、老発0331第 45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援

護局長、厚生労働省老健局長通知)
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1 管理組織の確立

(1)法人における予算の執行及び資金等の管理に関しては、あらかじめ運営管理責任

者を定める等法人の管理運営に十分配慮した体制を確保すること。

また、内部牽制に配意した業務分担、自己点検を行 う等、適正な会計事務処理に努

めること。

(2)会計責任者については理事長が任命することとし、会計責任者は取引の遂行、資

産の管理及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務を行い、又は理

事長の任命する出納職員にこれらの事務を行わせるものとする。

(3)施設利用者から預かる金銭等は、法人に係る会計とは別途管理することとするが、

この場合においても内部牽制に配意する等、個人ごとに適正な出納管理を行 うこと。

なお、ケアハウス・有料老人ホーム等で将来のサービス提供に係る対価の前受分と

して利用者から預かる金銭は法人に係る会計に含めて処理するものとする。

(4)法人は、上記事項を考慮し、会計基準省令に基づく適正な会計処理のために必要な

事項について経理規程を定めるものとする。

2 予算と経理

(1)法人は、事業計画をもとに資金収支予算書を作成するものとし、資金収支予算書

は各拠点区分ごとに収入支出予算を編成することとする。

また、資金収支予算書の勘定科目は、資金収支計算書の勘定科目に準拠すること

とする。

(2)法人は、全ての収入及び支出について予算を編成し、予算に基づいて事業活動を

行うこととする。

なお、年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出につ

いて補正予算を編成するものとする。ただし、乖離額等が法人の運営に支障がなく、

軽微な範囲にとどまる壕,‐合は、この限りではない。            、

(3)会計帳簿は、原則として、各搬点区分ごとに仕訳日記帳及び総勘定元帳を作成し、

備え置くものとする。

3 決算

決算に際しては、毎会計年度終了後 3か月以内に、計算書類 (資金収支計算書 (法人単

位資金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算

書)、 事業活動計算書 (法人単位事業活動計算書、事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳

表及び拠点区分事業活動計算書)及び貸借対照表 (法人単位貸借対照表、貸借対照表内訳

表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表)。 以下同じ。)及びその附属明細

書並びに財産目録を作成し、理事会の承認を受け、このうち計算書類及び財産目録につい

ては評議員会の承認を受けたのち、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について

は、所轄庁に提出しなければならない。
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4 拠点区分及び事業区分について

(1)拠点区分について

拠点区分は、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもつて 1つの拠点区

分とする。

公益事業 (社会福祉事業 と一体的に実施 されているものを除く)若 しくは収益事

業を実施 している場合、これ らは別の拠点区分とするものとする。

(2)拠点区分の原則的な方法

ア 施設の取扱い

次の施設の会計は、それぞれの施設 ごと (同一種類の施設を複数経営する場合

は、それぞれの施設ごと)に独立した拠点区分とするものとする。

(ア) 生活保護法第 38条第 1項に定める保護施設

(イ ) 身体障害者福祉法第 5条第 1項に定める社会参加支援施設

(ウ ) 老人福祉法第 20条の4に定める養護老人ホーム

(工) 老人福祉法第 20条の 5に定める特別養護老人ホーム

(オ) 老人福祉法第 20条の 6に定める軽費老人ホーム

(力 ) 老人福祉法第 29条第 1項に定める有料老人ホーム

(キ) 売春防止法第 36条に定める婦人保護施設

(ク ) 児童福祉法第 7条第 1項に定める児童福祉施設

(ケ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 39条第 1項に定める母子・父子福祉

施設

(コ )障 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5条第

■項に定める障害者支援施設

(サ)介 護保険法第 8条第 28項 に定める介護老人保健施設

′   (シ ) 医療法第 1条の 5に定める病院及び診療所 (入所施設に附属する医務室

を除く)

なお、当該施設で一体的に実施 されている (ア )か ら (シ)まで以外の社会福

祉事業又は公益事業については、イの規定にかかわらず、当該施設の拠点区分に

含めて会計を処理することができる。

イ 事業所又は事務所の取扱い

上記 (ア)か ら (シ)ま で以外の社会福祉事業及び公益事業については、原則

として、事業所又は事務所を単位に拠点とする。なお、同一の事業所又は事務所

において複数の事業を行 う場合は、同一拠点区分として会計を処理することがで

きる。

ウ 障害福祉サービスの取扱い

障害福祉サービスについて、障害者の 日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づ く指定障害福祉サー ビスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準 (平成 18年厚生労働省令第 171号)(以下 「指定基準」という。)に規定

する下の指定障害福祉サービス事業所若しくは多機能型事業所として取り扱われ
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る複数の事業所又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18年

厚生労働省令第 172号)(以下「指定施設基準」という。)に規定する一の指定障

害者支援施設等 (指定施設基準に規定する指定障害者支援施設等をいう。)と して

取り扱われる複数の施設においては、同一拠点区分として会計を処理することが

できる。

また、これらの事業所又は施設でない場合があっても、会計が一元的に管理され

ている複数の事業所又は施設においては、同一拠点区分とすることができる。

工 その他

新たに施設を建設するときは拠点区分を設けることができる。

(3)事業区分について

各拠J点 区分について、その実施する事業が社会福祉事業、公益事業及び収益事

業のいずれであるかにより、属する事業区分を決定するものとする。

なお、事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表及び事業区分貸借対照

表内訳表は、当該事業区分に属するそれぞれの拠点区分の拠点区分資金収支計算

書、拠点区分事業活動計算書及び拠点区分貸借対照表を合計し、内部取引を相殺

消去とィて作成するものとする。

5 サービス区分について

(1)サービス区分の意味

サービス区分については、拠点区分において実施する複数の事業について、法令

等の要請によりそれぞれの事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要

な場合に設定する。

(2)サービス区分の方法                         ,
ア 原則的な方法

介護保険サービス、障害福祉サービス、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業については、運用上の取り扱い第 3に規定する指定サービス基準等において当

該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められている事業をサー

ゞス区分とする。   
｀

他の事業については、法人の定款に定める事業ごとに区分するものとする。

なお、特定の補助金等の使途を明確にするため、更に細分化することもできる。

イ 簡便的な方法

次のような場合は、同一のサービス区分として差し支えない。

(ア )介護保険関係

以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サ‐ビスなど、両者のコス

トをその発生の態様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護

予防サービスなどの収入額のみを把握できれば同一のサービス区分として差し支

えない。                                '
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・指定訪問介護と第 1号訪問事業

・指定通所介護と第 1号通所事業

・指定地域密着型通所介護と第 1号通所事業

・指定介護予防支援と第 1号介護予防ケアマネジメント事業

・指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護

。指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護

・指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護

・指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護

・指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護

・指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護

・福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与

・福祉用具販売と介護予防福祉用具販売

・指定介護老人福祉施設といわゆる空きベンド活用方式により当該施設で実施す

る指定短期入所生活介護事業

(イ )保育関係

子ども・子育て支援法 (平成 24年法律第 65号)第 27条第 1項に規定する特定

教育・保育施設及び同法第 29条第 1項に規定する特定地域型保育事業 (以下「保

育所等」という。)を経営する事業と保育所等で実施される地域子ども。子育て支

援事業については、同一のサービス区分として差し支えない。

なお、保育所等で実施される地域子ども。子育て支援事業、その他特定の補助金

等により行われる事業については、当該補助金等の適正な執行を確保する観点から、

同一のサービス区分とした場合においても合理的な基準に基づいて各事業費の算

出を行うものとし、一度選択した基坤は、原則継続的に使用するものとする。

また、各事業費の算出に当たつての基準、内訳は、所轄庁や補助を行う自治体の

求めに応じて提出できるよう書類により整理しておくものとする。

(3)サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

拠点区分資金収支明細書はサービス区分を設け、事業活動による収支、施設整備等

による収支及びその他の活動による収支について作成するものとし、その様式は運用

上の取り扱い別紙 3(⑩)の とおりとする。拠点区分事業活動明細書はサービス区分

を設け、サービス活動増減の部及びサービス活動外増減の部について作成するものと

し、その様式は運用上の取り扱い別紙 3(①)の とおりとする。

6 本部会計の区分について

本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とする

ことができる。

なお、介護保険サービス、障害福祉サービス、子どものための教育・保育給付費並び

に措置費による事業の資金使途制限に関する通知において、これらの事業から本部会計

への貸付金を年度内に返済する旨の規定があるにも拘わらず、年度内返済が行われてい
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ない場合は、サービス区分間貸付金 (借入金)残高明細書 (運用上の取 り扱い別紙 3(⑭))

を作成するものとする。

法人本部に係る経費については、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報

酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属 さないものであって、法人本部の帰属 とす

ることが妥当なものとする。

7 作成を省略できる計算書類の様式

(1)事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合

拠点区分を設定した結果すべての拠点が社会福祉事業に該当する法人は、会計基

準省令第 1号第 2様式、第 2号第 2様式及び第 3号第 2様式の作成を省略できる。

この場合、計算書類に対する注記 (法人全体用)「 5。 法人が作成する計算書類と拠

点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。

(2)拠点区分が 1つの法人の場合

拠点区分が 1つ の法人は、会計基準省令第 1号第 2様式、第 1号第 3様式、第2

号第 2様式、第 2号第 3様式、第 3号第 2様式及び第 3号第 3様式の作成を省略で

きる。この場合、計算書類に対する注記 (法人全体用)「 5.法人が作成する計算書

類と拠′点区分、サービス区分」にその旨を記載するものとする。

(3)拠点区分が 1つの事業区分の場合

拠J点 区分が 1つの事業区分は、会計基準省令第と号第 3様式、第 2号第 3様式及

び第 3号第 3様式の作成を省略できる。この場合、計算書類に対する注記 (法人全

体用)「 5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分」にその旨を記載す

るものとする。

8 借入金の扱い

借入金の借 り入れ及び償還にかかる会計処理は、借入目的に応じて、各拠点区分で処理

することとする。

なお、資金を借 り入れた場合については、借入金明細書 (運用上の取り扱い別紙 3(①))

を作成し、借入先、借入額及び償還額等を記載することとする。その際、独立行政法人

福祉医療機構と協調融資 (独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のため

の資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に

対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供す

る場合は、借入金明細書の借入先欄の金融機関名の後に (協調融資)と記載するものと

する。

また、法人が将来受け取る債権を担保として供する場合には、計算書類の注記及び借

入金明細書の担保資産欄にその旨を記載するものとする。

9 寄附金の扱い

(1)金銭の寄附は、寄附 目的により拠点区分の帰属を決定 し、当該拠点区分の資金収
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支計算書の経常経費寄附金収入又は距設整備等寄附金収入として計上し、併せて事

業活動計算書の経常経費寄附金収益又は施設整備等寄附金収益として計上するもの

とする。

(2)寄附物品については、取得時の時価により、経常経費に対する寄附物品であれば

経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益として計上する。土地などの支払資金

の増減に影響しない寄附物品については、事業活動計算書の固定資産受贈額として

計上するものとし、資金収支計算書には計上しないものとする。

ただし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄附金と

して扱うことが不適当なものはこの限りではない。

なお、寄附金及び寄附物品を収受した場合においては、寄附者から寄附申込書を

受けることとし、寄附金収益明細書 (運用上の取り扱い別紙 3(②))を作成し、寄

附者、寄附目的、寄附金額等を記載することとする。

(3)共同募金会からの受配者指定寄附金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金

(資産の取得等に係る借入金の償還に充てるものを含む。)は、施設整備等寄附金収

入として計上し、併せて施設整備等寄附金収益として計上する。このうち基本金とし

て組入れすべきものは、基本金に組入れるものとする。

また、受配者指定寄附金のうち経常的経費に係る配分金は、経常経費寄附金収入と

して計上し、併せて経常経費寄附金収益として計上する。

一方、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、経常的経費に係る配分金は、補助金

事業収入及び補助金事業収益に計上する。

また、受配者指定寄附金以外の配分金のうち、施設整備及び設備整備に係る配分金

は、施設整備等補助金収入及び施設整備等補助金収益に計上し、国庫補助金等特別積

立金を積立てることとする。

10 各種補助金の扱い                          '

施設整備等に係る補助金ヾ借入金元金償還補助金、借入金利息補助金及び経常経費補

助金等の各種補助金については、補助の目的に応 じて帰属する拠点区分を決定し、当該

区分で受け入れることとする (運用上の取 り扱い別紙 3(③ )「補助金事業等収益明細書」

参照)。

11 事業区分間r拠点区分間及びサービス区分間の資金移動

社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の繰入金収

入及び繰入金支出を記載するものとする (運用上の取り扱い別紙 3(④)「事業区分間及

び拠点区分間繰入金明細書」参照)。

また、拠点区分資金収支明細書 (運用上の取り扱い別紙 3(⑩))を作成した拠点にお

いては、サービス区分間の繰入金収入及び繰入金支出を記載するものとする (運用上の

取り扱い別紙 3(⑬)「サービス区分間繰入金口月細書」参照)。
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12 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間の貸付金 (借入金)残高

社会福祉事業、公益事業及び収益事業における事業区分間及び拠点区分間の貸付金 (借

入金)の残高を記載するものとする (運用上の取り扱い別紙 3(⑤ )「事業区分間及び拠

点区分間貸付金 (借入金)残高明細書」参照)。

また、拠点区分資金収支明細書 (運用上の取り扱い別紙 3(⑩))を作成した拠点区分

においては、サービス区分間の貸付金 (借入金)の残高を記載するものとする (運用上

の取り扱い別紙 3(⑭)「サ‐ビス区分間貸付金 (借入金)残高明細書」参照)。

13 共通支出及び費用の配分方法

(1)配分方法について

共通支出及び費用の具体的な科目及び配分方法は別添 1の とおりとするが、これ

によりがたい場合は、実態に即した合理的な配分方法によることとして差し支えな

い 。

また、科目が別添 1に示すものにない場合は、適宜、類似の科目の考え方を基に

配分して差し支えない。

なお、どのような配分方法を用いたか分かるように記録しておくことが必要であ

る。

(2)事務費と事業費の科目の取扱について

「水道光熱費 (支出)」 、「燃料費 (支出)」 、「賃借料 (支 出)」 、「保険料 (支出)」

については原則、事業費 (支 出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営

費の弾力運用が認められないケースでは、事業費 (支出)、 事務費 (支出)双方に計

上するものとする。

14 基本金について

(1)基本金

会計基準省令第 6条第 1項及び運用上の取り扱い第 11に規定する基本金として計

上する額とは、次に掲げる額をいう。

ア 運用上の取り扱い第 11(1)に規定する基本金について

運用上の取り扱い第 11(1)に規定する社会福祉法人の設立並びに施設の創設

及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額と

は、土地、施設の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面積増加分

及び施設の創設及び増集時等における初度設備整備、非常通報装置設備整備、屋

内消火栓設備整備等の基本財産等の取得に係る寄附金の額とする。

さらに、地方公共団体から無償又は低廉な価額により譲渡された土地(建物の評

価額 (又は評価差額)は、寄附金とせずに、国庫補助金等に含めて取り扱 うもの

とする。

なお、設備の更新、改築等に当たつての寄附金は基本金に含めないものとする。
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イ 運用上の取り扱い第 11(2)に規定する基本金について

運用上の取り扱い第 11(2)に規定する資産の取得等に係る借入金の元金償還

に充てるものとして指定された寄附金の額とは、施設の創設及び増築等のために

基本財産等を取得するにあたつて、借入金が生じた場合において、その借入金の

返済を目的として収受した寄附金の総額をいう。

ウ 運用上の取り扱い第 11(3)に規定する基本金について

運用上の取り扱い第 11(3)に規定する施設の創設及び増集時等に運転資金に

充てるために収受した寄附金の額とは、平成 12年 12月 1日 障企第 59号、社援企

第 35号、老計第 52号、児企第 33号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、厚

生省社会・援護局企画課長、厚生省老人保健福祉局計画課長、厚生省児童家庭局

企画課長連名通知「社会福祉法人の認可について」別添社会福祉法人審査要領第

2(3)に規定する、当該法人の年間事業費の 12分の 1以上に相当する寄附金の

額及び増築等の際に運転資金に充てるために収受した寄附金の額をいう。

(2)基本金の組入れ

会計基準省令第 6条第 1項及び運用上の取り扱い第 11に規定する基本金への組み

入れについては、複数の施設に対して一括して寄附金を受け入れた場合には、最も

合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。

なお、基本金の組み入れは会計年度末に一括して合計額を計上することができる

ものとする。

(3)基本金の取崩し

運用上の取り扱い第 12に規定する基本金の取崩しについても各拠点区分において

取崩しの処理を行うこととする。

なお、基本金を取り崩す場合には、基本財産の取崩しと同様、事前に所轄庁に協議

し、内容の審査を受けなければならない。

(4)基本金明細書の作成

基本金の組入れ及び取崩しに当たっては、基本金明細書 (運用上の取り扱い別紙 3

(⑥))を作成し、それらの内容を記載することとする。

15 国庫補助金等特別積立金について

(1)国庫補助金等        ,
会計基準省令第 6条第 2項及び運用上の取 り扱い第 10に規定する国庫補助金等と

は、「社会福祉施設等施設整備費の国庫負担 (補助)について」(平成 17年 10月 5日

付厚生労働省発社援第 1005003号 )に定める施設整備事業に対する補助金など、主と

して固定資産の取得に充てられることを目的として、国及び地方公共団体等から受領

した補助金、助成金及び交付金等をい う。

また、国庫補助金等には、自転車競技法第 24条第 6号などに基づいたいわゆる民

間公益補助事業による助成金等を含むものとする。

なお、施設整備及び設備整備の目的で共同募金会から受ける受配者指定寄附金以外
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の配分金も国庫補助金等に含むものとする。

また、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備

時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備

事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等とする。

(2)国庫補助金等特別積立金の積立て

ア 国庫補助金等特別積立金の積立て

会計基準省令第 6条第 2項及び運用上の取り扱い第 10に規定する国庫補助金等

特別積立金については、国又は地方公共団体等から受け入れた補助金、助成金及

び交付金等の額を各拠点区分で積み立てることとし、合築等により受け入れる拠

点区分が判明しない場合、又は複数の施設に対して補助金を受け入れた場合には、

最も合理的な基準に基づいて各拠点区分に配分することとする。

設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又

は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備

事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして国庫補助金等とさ

れたものは、実際に償還補助があつたときに当該金額を国庫補助金等特別積立金

に積立てるものとする。

また、当該国庫補助金等が計画通りに入金されなかった場合については、差額部

分を当初の予定額F加減算し′て、再度配分計算を行 うものとするりただしヽ当該

金額が僅少な場合は、再計算を省略することができるものとする。さらに、設備

資金借入金の償還補助が打ち切られた場合の国庫補助金等については、差額部分

を当初の予定額に加減算して、再度配分計算をし、′経過期間分の修正を行うもの

とする。当該修正額は原則として特別増減の部に記載するものとするが、重要性

が乏しい場合はサービス活動外増減の部に記載できるものとする。

イ 国庫補助金等特別積立金の取崩し

運用上の政り扱い第 9に規定する国庫補助金等特別積立金の減価償却等による

取り崩し及び国庫補助金等特別積立金の対象となつた基本財産等が廃棄又は売却

された場合の取り崩しの場合についても各拠点区分で処理することとする。

また、国庫補助金等はその効果を発現する期間にわたつて、支出対象経費 (主 と

して減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩

額をサービス活動費用の控除項目として計上する。

なお、非償却資産である土地に対する国庫補助金等は、原則として取崩しという

事態は生じず、将来にわたつても純資産に計上すると

さらに、設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整

備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施

設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして積み立てら

れた国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎

として支出対象経費 (主 として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国

庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。
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夕 国庫補助金等特別積立金明細書の作成

国庫補助金等特別積立金の積み立て及び取り崩しに当たつては、国庫補助金等特別

積立金明細書 (運用上の取り扱い別紙 3(⑦))を作成し、それらの内容を記載す

ることとする。

16 棚卸資産の会計処理等について

棚卸資産については、原則として、資金収支計算書上は購入時等に支出として処理す

るが、事業活動計算書上は当該棚卸資産を販売等した時に費用として処理するものとす

る。

17 減価償却について

(1)減価償却の対象と単位

減価償却は耐用年数が 1年以上、かつ、原則として 1個若しくは 1組の金額が 10

万円以上の有形固定資産及び無形固定資産を対象とする。減価償却計算の単位は、原

則として各資産ごととする。

(2)残存価額

ア 平成 19年 3月 31日 以前に取得した有形回定資産         I
有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額は取得価額の 10%と

する。耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さ

らに、備忘価額 (1円 )まで償却を行うことができるものとする。

イ 平成 19年 4月 1日 以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価額はゼロとし、償却累計

額が当該資産の取得価額から備忘価額 (1円 )を控除した金額に達するまで償却

するものとする。

ウ 無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価額をゼロとして減価償却を行 うもの

とする。

(3)耐用年数

耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」 (昭和 40年

大蔵省令第 15号)に よるものとする。     .
(4)償却率等

減価償却の計算は、原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の定

めによるものとし、適用する償却率等は別添 2(減価償却資産の償却率、改定償却

率及び保証率表)の とおりとする。

(5)減価償却計算期間の単位      ,
減価償却費の計算は、原則として1年を単位として行うものとする。ただし、年度

の中途で取得又は売却 ,廃棄した減価償却資産については、月を単位 (月 数は暦に従

つて計算し、1か月に満たない端数を生じた時はこれを 1か月とする)と して計算を
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行うものとする。

(6)減価償却費の配分の基準

ア 複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費のうち、国庫

補助金等により取得した償却資産に関する減価償却費は、国庫補助金等の補助目

的に沿つた拠点区分又はサービス区分に配分する。

イ ア以外の複数の拠点区分又はサービス区分に共通して発生する減価償却費につ

いては、利用の程度に応じた面ッFミ
‐
、人数等の合理的基準に基づいて毎期継続的に

各拠点区分又はサービス区分に配分する。

18 引当金について

(1)徴収不能引当金について

ア 徴収不能引当金の計上は、原則 として、毎会計年度末において徴収することが

不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。

イ ア以外の債権 (以下 「一般債権」とい う。)については、過去の徴収不能額の発

生割合に応 じた金額を徴収不能引当金 として計上する。

(2)賞与引当金について

賞与引当金の計上は、法人と職員 との雇用関係 F基づきh毎月の給料の他に賞与

を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期

に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上する。

(3)退職給付引当金について

21を参照のこと。

19 積立金と積立資産について

(1)積立資産の積立て

運用上の取り扱い第 19において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立て

ることとしているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場

合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上で

きるものとする (運用上の取り扱い別紙 3(⑫ )「積立金・積立資産明細書」参照)。

(2)積立資産の積立ての時期

積立金と積立資産の積立ては、増減差額の発生した年度の計算書類に反映させる

ものであるが、専用の預金口座で管理する場合は、遅くとも決算理事会終了後 2か

月を越えないうちに行 うものとする。

(3)就労支援事業に関する積立金

就労支援事業については、指定基準において「就労支援事業収入から就労支援事業

に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない」と

していることから、原則として剰余金は発生しないものである。

しかしながら、将来にわたり安定的に工賃を支給し、又は安定的かつ円滑に就労

支援事業を継続するため、また、次のような特定の目的の支出に備えるため、理事
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会の議決に基づき就労支援事業別事業活動明細書の就労支援事業活動増減差額から

一定の金額を次の積立金 として計上することができるものとする。

また、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存

在を明らかにしなければならない。

なお、次の積立金は、当該年度の利用者賃金及び利用者工賃の支払額が、前年度

の利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回らない場合に限り、計上できるもの

とする。

ア エ賃変動積立金

毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準

を下回る工賃の補填に備え、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の

上限額の範囲内において、「工賃変動積立金」を計上できるものとする。

・各事業年度における積立額 :過去 3年間の平均工賃の10%以内

・積立額の上限額 :過去 3年間の平均工賃の50%以内

なお、保障すべき一定の工賃水準とは、過去 3年間の最低工賃 (天災等により

工賃が大幅に減少 した年度を除く。)と し、これを下回つた年度については、理事

会の議決に基づき工賃変動積立金及び工賃変動積立資産を取 り崩して工賃を補填

し、補填された工賃を利用者に支給するものとする。

イ 設備等整備積立金

就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等

の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に

対応するため、次に掲げる各事業年度における積立額及び積立額の上限額の範囲

内において、設備等整備積立金を計上できるものとする。

・各事業年度における積立額 :就労支援事業収入の10%以内

・積立額の上限額 :就労支援事業資産の取得価額の75%以 内

なお、設備等整備積立金の積み立てに当たつては、施設の大規模改修への国庫

補助、高齢・障害者雇用支援機構の助成金に留意することとし、設備等整備積立

金により就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うた

めの設備等を導入した場合には、対応する積立金及び積立資産を取り崩すものと

する。

ウ 積立金の流用及び繰替使用

積立金は、上述のとおり、一定の工賃水準の保障、就労支援事業の安定的かつ円

滑な継続という特定の目的のために、一定の条件の下に認められるものであるこ

とから、その他の目的のための支出への流用 (積立金の流用とは、積立金の取り

崩しではなく、積立金に対応して設定した積立資産の取崩しをいう。)は認められ

ない。

しかしながら、就労支援事業に伴 う自立支援給付費収入の受取時期が、請求及

びその審査等に一定の時間を要し、事業の実施月から見て 2か月以上遅延する場

合が想定されることから、このような場合に限り、上述の積立金に対応する資金
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の一部を一時繰替使用することができるものとする。

ただし、繰替えて使用した資金は、自立支援給付費収入により必ず補填するこ

ととし、積立金の目的の達成に支障を来さないように留意すること。

(4)授産事業に関する積立金

授産施設は、最低基準において「授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業

に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。」と

規定していることから、原則として剰余金は発生しないものである。

しかしながら、会計基準省令第 6条第 3項に規定する「その他の積立金」により、

人件費積立金、修繕積立金、備品等購入積立金、工賃平均積立金等の積立金として

処理を行うことは可能である。

なお、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上することによりその存

在を明らかにしなければならない。

20 リース会計について

(1) リース会計処理について

企業会計においてはリース取引の会計処理はリース会計基準に従って行われる。

社会福祉法人においても l'― ス取引の会計処理はこれ′に準じて行 うこととなる。

土地、建物等の不動産のリース取引 (契約上、賃貸借 となっているものも含む.)

についても、ファイナンス・ リース取引に該当するか、オペ レーティング・ リー

ス取引に該当するかを判定する。ただし、土地については、所有権の移転条項又

は割安購入選択権の条項がある場合等を除き、オペ レーティング・ リース取引に

該当するものと推定することとなる。

なお、リース契約 1件当たりのリース料総額 (維持管理費用相当額又は通常の

保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合

理的見積額を除くことができる。)が 300万円以下のリース取引等少額のリース資

産や、リース期間が 1年以内のリース取引についてはオペ レーティング・ リース

取引の会計処理に準じて資産計上又は運用上の取 り扱い第 8に記載 されている注

記を省略することができる等の簡便的な取扱いができるものとする。

(2) 利息相当額の各期への配分について

リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、次のいずれかの方法を適

用することができる。

ア 運用上の取り扱い第 8の定めによらず、ジース料総額から利息相当額の合

理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産

及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価

償却費のみが計上される。

イ 運用上の取り扱い第 8の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中

の各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。

なお、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料
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の期末残高 (運用上の取り扱い第 1で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処

理を行うこととしたものや、運用上の取り扱い第 8に従い利息相当額を利息法によ

り各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が、当該期末残高、有形固

定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10%未満

である場合とする。

21 退職給付について

(1) 期末要支給額による算定について

退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が 300人未満の社

会福祉法人のほか、職員数が 300人以上であっても、年齢や勤務期間に偏 りがあ

るなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得 られない社会福祉法人

や原則的な方法により算定した場合の額 と期末要支給額 との差異に重要性が乏し

いと考えられる社会福祉法人においては、退職一時金に係る債務について期末要
｀
支給額により算定することができるものとする。

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の

会計処理

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及

び確定拠出年金制度のように拠出以後に追加的な負担が生 じない外部拠出型の制

度については、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもつて費用処理する。

(3) 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理

ア 共済契約者である社会福祉法人

退職一時金制度等の確定給付型を採用 している場合は、約定の額を退職給付

引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額

から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差 し引いた額を退職給付引当

金に計上する。

なお、簡便法として、期末退職金要支給額 (約定の給付額から被共済職員個

人が既に拠出した掛企累計額を差 し引いた額)を退職給付引当金 とし同額の退職

給付引当資産を計上する方法や、社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当

資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いることができるものとす

る。

イ 退職共済事業実施者である社会福祉法人

退職共済事業実施者である社会福祉法人が、共済契約者である法人及び加入

者から受領 した掛金は資産に計上 し、同額を負債 として認識する。資産は、会計

基準省令第 4条に規定する資産の評価の方法に従つて評価する。負債は、資産の

増減額と同額を負債に加減し、会計基準省令第 5条の債務額 とする。

なお、拠点区分又はサービス区分を適切に設定して管理すること。
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22 資産価値の下落について

会計基準省令第 4条第 3項に規定する会計年度の末日における時価がその時の取

得原価より著しく低い資産とは、時価が帳簿価額から概ね 50%を超えて下落してい

る場合をいうものとする。

23 内部取引の相殺消去について

運用上の取り扱い第4に規定する内部取引の相殺消去には、ある事業区分、拠点

区分又はサービス区分から他の事業区分、拠点区分又はサービス区分への財貨又はサ

ービスの提供を外部との取引と同様に収益 (収入)・ 費用 (支出)と して処理した取

引も含むものとする。

例えば、就労支援事業のある拠点区分において製造した物品を他の拠点区分で給

食として消費した場合には、就労支援事業収益 (収入)と給食費 (支出)を、内部取

引消去欄で相殺消去する取扱いをするものとする。

24 法人税、住民税及び事業税について

(1) 事業活動計算暮への記載  ヽ

法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、事業活動計算書等の特別増減差額

と当期活動士曽減差額の間に以下の欄を消加するものとする。

勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) l曽減  (A)― (B)

特別増減の部 特別増減差額 (10)=(8)― (9)

税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)

法人税、住民税及び事業税 (12)

法人税等調整額 (13)

当期活動増減差額 (14)=(■ )― (12)― (13)

なお、重要性の原則により税効果会計を適用 しない法人は、「法人税等調整額」欄

の追加は不要となる。「繰越活動増減差額の部」の各項 目に右記 した番号は順次繰 り

下げるものとする。

(2) 資金収支計算害への記載

法人税、住民税及び事業税を納税する法人は、拠点区分資金収支計算書の事業活

動支出の 「その他の支出」に中区分科目として「法人税、住民税及び事業税支出」

及び「法人税等調整額支出」を追加するものとする。

なお、重要性の原則により税効果会計を適用 しない法人は、「法人税等調整額支出」

の追加は不要となる。

(3) 貸借対照表への記載

法人税、住民税及び事業税のうちの未払額については、流動負債の部に 「未払法

人税等」の科 目を設けて記載するものとする。

また、税効果会計を適用する場合に生 じる繰延税金資産及び繰延税金負債は、そ
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の発生原因に関連 した資産・負債の分類又は将来における税効果の実現する時期が

貸借対照表 日の翌 日から起算 して 1年以内か否かにより、当該科 目名をもつて流動

資産又は固定資産及び流動負債又は固定負債に区分 して記載するものとする。

25 計算書類の勘定科目及び注記について

(1)計算書類の勘定科目

伊)」 定科目は別添 3に定めるとおりとする。

会計基準省令第 1号第 1～第 3様式、第 2号第 1～第 3様式は、勘定科目の大区

分のみを記載するが、必要のない勘定科目は省略することができる。ただし、追加・

修正はできないものとする。会計基漆省令第 1号第4様式、第 2号第4様式は、勘

定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

また、会計基準省令第 3号第 1～第 4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、

必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。

運用上の取り扱い別紙 3(⑩)及び別紙 3(①)については、働定科目の小区分

までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。

勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な勘定科

目を追加できるものとする。

なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設

けて処理することができるものとする。

また、計算書類の様式又は別添 3に規定されている勘定科目においても、該当す

る取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができ

ないものとする。

(2)計算書類に対する注記

計算書類に対する注記は、法人全体又は拠点区分で該当する内容がない項目につ

いても、会計基準省令第 29条第 1項第 1号、第 3号、第 9号及び第 10号を除いては、

項目名の記載は省略できない。この場合は当該項目に「該当なし」などと記載するも

のとする。

26 関連当事者との取引について

運用上の取り扱い第21に おける関連当事者との取引の内容について計算書類に注記を

付す場合の関連当事者の範囲及び重要性の基準は、以下のとおりである。

(1)関連当事者の範囲

ア 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれ

らの近親者 (3親等内の親族及びこの者と特別の関係にある者。なお、「親族及び

この者と特別の関係にあるもの」とは例えば以下を指すこととする。)

① 当該役員又は評議員とまだ婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様

の事情にある者

② 当該役員又は評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持してい
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る者     ´

③ ①又は②の親族で、これらの者と生計を―にしている者

イ 当該社会福祉法人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者及びそれ

らの近親者が議決権の過半数を有している法人

ウ 支配法人 (当 該社会福祉法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配して

いる他の法人、以下同じ。)

次の場合には当該他の法人は、支配法人に該当するものとする。

・ 他の法人の役員、評議員若しくは職員である者が当該社会福祉法人の評議員

会の構成員の過半数を占めていること。

工 被支配法人 (当 該社会福祉法人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配し

ている他の法人、以下同じ。)

次の場合には当該他の法人は、被支配法人に該当するものとする。

・ 当該社会福祉法人の役員、評議員若しくは職員である者が他の法人の評議員

会の構成員の過半数を占めていること。

オ 当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人

当該社会福祉法人と同一の支配法人を持つ法人とは、支配法人が当該社会福祉

法人以外に支配し′ている法人とするυ

(2)関連当事者との取引に係る開示対象範囲

ア 上記 (1)ア及びイに掲げる者との取引については、事業活動計算書項目及び

貸借対照表項目いずれに係る取引についても、年間 1,000万円を超える取引につ

いては全て開示対象とするものとする。          |
イ 支配法人、被支配法人又は同一の支配法人を持つ法人との取引

① 事業活動計算書項目に係る関連当事者との取引

サービス活動収益又はサービス活動外収益の各項目に係る関連当事者との取

引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動収益とサービス活動

外収益の合計額の 100分の 10を超える取引を開示する。

サービス活動費用又はサービス活動外費用の各項目に係る関連当事者との取

引については、各項目に属する科目ごとに、サービス活動費用とサービス活動

外費用の合計額の 100分の 10を超える取引を開示する。

特月1収益又は特別費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項

目に属する項目ごとに 1,000万 円を超える収益又は費用の額について、その取

引総額を開示し、取引総額と損益が相違する場合は損益を併せて開示する。た

だし、各項目に属する科目の取引に係る損益の合計額が当期活動増減差額の

100分の10以下となる場合には、開示を要しないものとする。

② 貸借対照表項目に係る関連当事者との取引

貸借対照表項目に属する科目の残高については、その金額が資産の合計額の

100分の1を超える取引について開示する。
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27 固定資産管理台帳について

基本財産 (有形固定資産)及びその他の固定資産 (有形固定資産及び無形固定資産)

は個々の資産の管理を行うため、固定資産管理台帳を作成するものとする。
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別添 1

具 体 的 な 科 目 及 び 配 分 方 法

種  類 想定される勘定科目 配 分 方 法

人件費(支出) 職員給料 (支 出)

職員賞与 (支出)

賞与引当金繰入

非常勤職員給与 (支出)

退職給付費用 (退職給付支出)

法定福利費 (支出)

勤務時間割合により区分。

(困難な場合は次の方法により配分)

・ 職種別人員配置割合
日看護・介護職員人員配置割合
H届出人員割合
日延利用者数割合

事業費 (支出) 介護用品費(支出)

医薬品費(支出)

診療日療養等材料費 (支出)

消耗器具備品費 (支出)

・ 給食費 (支出)

各事業の消費金額により区分。

(困難な場合は次の方法により画己分)

B延利用者数割合
日各事業別収入割合

実際食数割合により区分。

(困難な場合は次の方法により配分)

・ 延利用者数割合

・ 各事業別収入割合

事務費 (支出)
口福利厚生費(支出)

日職員被服費(支出)

旅費交通費(支出)

通信運搬費(支出)

諸会費(支出)

雑費 (雑支出)

渉外費(支出)

B事務消耗品費(支出)

日広報費(支出)

口会議費(支出)

日水道光熱費 (支出)

日修繕費(支出)

日賃借料 (支出)

日土地建物賃借料 (支出)

日保険料 (支出)

日租税公課 (支 出)

口保守料 (支出)

給与費割合により区分。

(困難な場合は延利用者数割合により配分)

延利用者数割合

職種別人員配置割合

給与費割合

各事業の消費金額により区分。

(困難な場合は延利用者数割合により画己分)

会議内容により事業個別費として区分。

より配分 )

メーター等による測定割合により区分。

(困難な場合は建物床面積割合により西己分)

建物修繕は、当該修繕部分により区分、建物修

繕以外は事業個別費として配分

で配分 )

賃貸物件特にリース物件については、その物件

の使用割合により区分。

(困難な場合は建物床面積割合により配分 )

建物床面積割合により配分

自動車関係は送迎利用者数割合又は使用

高割合で、損害保険料等は延利用者数割

合により配分
日建物床面積割合により配分
日自動車関係は送迎利用者数割合又は使用

高割合で配分

保守契約対象物件の設置場所等に基づき事業

個別費として区分。

(困難な場合は延利用者数割合により画己分)


